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許可番号 届出受理番号

般○○―△△△△△△
２桁の数字 ６桁の数字

特○○―△△△△△△
２桁の数字 ６桁の数字

又は

派遣会社 派遣先

派遣労働者

派遣料金

賃金

・会社の利益
・労働・社会保険料、
　派遣労働者の募集経費
　等の負担

人材サービス総合サイトについて

厚生労働省では、「人材サービス総合サイト」（http://jinzai-sougou.go.jp）を運営し
ています。
このサイトにアクセスすると、派遣会社の許可番号、届出受理番号を確認することがで

きるほか、労働者派遣事業の制度や最新情報等を閲覧することができますので、ぜひご活
用ください。

派遣料金と賃金の差額は何か？　→　派遣料金と賃金の差額（いわゆる「マージン」）は、
派遣会社の営業利益になるほか、労働・社会保険料
の支払や教育訓練の経費等に使われています。



派遣先：東京都派遣会社：埼玉県

埼玉県最低賃金
（７５０円）

東京都最低賃金
（８２１円）

派遣先の東京都の最低賃金（８２１円）
が適用になります

派遣先：東京都
（出版会社）

派遣会社：埼玉県

埼玉県最低賃金
（７５０円）

東京都出版業最低賃金
（８２７円）

派遣先の東京都の最低賃金（８２７円）
が適用になります

派遣労働者 派遣労働者

○　派遣労働者は、派遣先の事業場に適用されている地域別（産業別）最低賃金の

適用を受けることになります。

（最低賃金は、平成23年２月現在の時間額）



各保険の詳しい内容や手続等に関しては、最寄りのハローワーク（雇用保険関係）又
は年金事務所（健康保険・厚生年金保険関係）へお尋ねください。

①　31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
②　１週間の所定労働時間が20時間以上であること

例：「現在、必要書類の準備中であり、今月の○日には届出予定。」

　　「雇用契約の期間が１か月未満であり、引き続き雇用されることが見込まれないため。」





派遣会社が責任を
持つ主なこと
派遣会社が責任を
持つ主なこと

派遣先が責任を
持つ主なこと

両者が責任を
持つ主なこと

派遣先が責任を
持つ主なこと

両者が責任を
持つ主なこと

賃金の支払い

一般健康診断

産休の付与

安全衛生教育（雇入れ時）

年次有給休暇の付与※1

育児休業の付与※2

労働時間管理

危険防止措置

健康障害防止措置

介護休業の付与※3

セクハラ対策

役所への申告を理由と
する不利益取扱禁止

妊娠中、出産後の健
康管理に関する措置



解雇日10日前20日前30日前

派遣会社からの

なし 10日分 30日分20日分

予告なし予告予告 予告

※なお、期間の定めのない労働契約の場合、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当で
あると認められない解雇は、無効となります。期間の定めのある労働契約の場合、やむを得
ない事由がない限り契約期間中の解雇はできないとされています。



派遣労働者

派遣先 雇用主

労働者

派遣会社

雇用契約 雇用契約

労働者派遣契約

指揮命令 職業紹介

※紹介予定派遣の場合の派遣
期間は最長で６ヶ月

北 海 道
青 森
岩 手
宮 城
秋 田
山 形
福 島
茨 城
栃 木
群 馬
埼 玉
千 葉
東 京
神 奈 川
新 潟
富 山
石 川
福 井
山 梨
長 野
岐 阜
静 岡
愛 知
三 重

滋 賀
京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和 歌 山
鳥 取
島 根
岡 山
広 島
山 口
徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡
佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎
鹿 児 島
沖 縄

需 給 調 整 事 業 室
職 業 安 定 課
職 業 安 定 課
需 給 調 整 事 業 室
職 業 安 定 課
職 業 安 定 課
需 給 調 整 事 業 室
需 給 調 整 事 業 室
需 給 調 整 事 業 室
需 給 調 整 事 業 室
需 給 調 整 事 業 室
需 給 調 整 事 業 室
需給調整事業第二課
需 給 調 整 事 業 課
需 給 調 整 事 業 室
需 給 調 整 事 業 室
需 給 調 整 事 業 室
職 業 安 定 課
職 業 安 定 課
需 給 調 整 事 業 室
需 給 調 整 事 業 室
需 給 調 整 事 業 課
需給調整事業第一課
需 給 調 整 事 業 室

011-738-1015
017-721-2000
019-604-3004
022-292-6071
018-883-0007
023-626-6109
024-529-5746
029-224-6239
028-610-3555
027-210-5105
048-600-6211
043-221-5500
03-3452-1474
045-650-2810
025-234-5930
076-432-2718
076-265-4435
0776-26-8609
055-225-2857
026-226-0864
058-245-1312
054-271-9980
052-219-5587
059-226-2165

職 業 安 定 課
需 給 調 整 事 業 課
需給調整事業第一課
需 給 調 整 事 業 課
需 給 調 整 事 業 室
職 業 安 定 課
職 業 安 定 課
職 業 安 定 課
需 給 調 整 事 業 室
需 給 調 整 事 業 課
需 給 調 整 事 業 室
需 給 調 整 事 業 室
職 業 安 定 課
需 給 調 整 事 業 室
職 業 安 定 課
需 給 調 整 事 業 課
需 給 調 整 事 業 室
需 給 調 整 事 業 室
需 給 調 整 事 業 室
需 給 調 整 事 業 室
職 業 安 定 課
需 給 調 整 事 業 室
職 業 安 定 課

077-526-8609
075-241-3225
06-4790-6303
078-367-0831
0742-32-0208
073-488-1160
0857-29-1707
0852-20-7018
086-801-5110
082-511-1066
083-995-0385
088-611-5386
087-811-8922
089-943-5833
088-885-6051
092-434-9711
0952-32-7219
095-801-0040
096-211-1731
097-535-2095
0985-38-8823
099-219-8711
098-868-1655
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